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あさっぴー着ぐるみ使用誓約書
旭川市が所有するシンボルキャラクター「あさっぴー」着ぐるみの使用に当たり、旭川市シンボルキャラクター着ぐるみ使用要綱を遵守し、次の事項を守ることを誓約します。
１　責任の所在

着ぐるみの使用に関する一切の責任は、旭川市から使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）が負うものとします。

また、使用者は、着ぐるみ着用者及び関係スタッフに本誓約書及び旭川市の指示事項を周知し、遵守させます。
２　使用目的

着ぐるみは、旭川市のイメージ向上及びキャラクターＰＲに資する目的の範囲内で使用します。
３　遵守事項

１　旭川市から承認を受けた内容及び条件に従って使用します。

２　着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しません。

３　火気又は危険物の近辺では使用しません。

４　雨天又は降雪時には屋外で使用しません。

５　使用場所の状況により汚損のおそれがある場合は使用しません。

６　取扱説明書を確認し、旭川市の指示に従い適切に使用します。

７　着ぐるみ及び付属品（ファン、バッテリー、充電器等）は、破損、汚損又は紛失が生じないよう適切に管理します。

８　運搬及び保管に当たっては、盗難又は損傷が生じないよう十分配慮します。

９　着ぐるみを破損又は汚損した場合は、速やかに旭川市へ報告します。

10　使用中に発生した事故、けが、第三者とのトラブル等については、使用者が責任を負い対応します。

11　使用者の故意又は過失により着ぐるみを破損又は汚損した場合は、旭川市の指示に従い補修又はクリーニング等を行います。

12　使用終了後は、旭川市の指示に従い速やかに返却します。
４　その他

本誓約書に定めのない事項については、旭川市の指示に従います。
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